
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
医療行為を受ける患者を撮影し医療動画を作成する医療用撮影装置２と、前記医療用撮影
装置２が撮影する医療動画を記録する記録手段４とを有する医療画像管理システム１であ
って、
　前記医療行為を行う医療術者の生体情報を計測する計測手段３と、
　前記計測手段３において計測された計測結果に応じて、前記記録手段４において記録さ
れる医療動画に索引を付与する索引付与手段５を有することを特徴とする医療画像管理シ
ステム。
【請求項２】
前記索引付与手段５は、
　前記計測手段３において計測された計測数値を受取る数値受信手段５１と、
　前記数値受信手段５１において受信した前記計測数値を所定数値と比較する第１比較手
段５２と、
　前記第１比較手段５２において前記計測数値が前記所定数値を上回った場合に、該計測
数値が計測された際の前記記録手段４に記録される前記医療動画の静止画情報を抽出する
第１抽出手段５３を有することを特徴とする請求項１記載の医療画像管理システム。
【請求項３】
前記索引付与手段５は、更に、
　前記第１抽出手段５３において抽出された前記静止画情報を、前記医療動画の開始索引
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情報として、前記記録手段４へ記録し、一方で、
　前記第１抽出手段５３において前記静止画情報が抽出された後に、前記第１比較手段５
２において比較される計測数値が前記所定数値を下回った場合に、該計測数値を計測した
際の前記記録手段４に記録される前記医療動画の静止画情報を抽出して、この静止画情報
を、前記医療動画の終了索引情報として、前記記録手段４へ記録する第１開始終了索引記
録手段５４を有していることを特徴とする請求項２記載の医療画像管理システム。
【請求項４】
前記索引付与手段５は、
　前記計測手段３において計測される計測数値を受取る数値受信手段５１と、
　前記数値受信手段５１において受信した前記計測数値を時系列的に保存する計測数値保
存手段５５と、
　前記計測数値保存手段５５において保存される二の前記計測数値から時系列の変化値を
算出する変化値算出手段５６と、
　前記変化値算出手段５６から算出された前記変化値を所定変化値と比較する第２比較手
段５７と、
　前記第２比較手段５７において前記変化値が前記所定変化値を上回った場合に、該変化
値を得る前記二の計測数値の時系列的に前方の計測数値が計測された際の前記記録手段４
に記録される前記医療動画の静止画情報を抽出する第２抽出手段５８を有することを特徴
とする請求項１記載の医療画像管理システム。
【請求項５】
前記索引付与手段５は、更に、
　前記第２抽出手段５８において抽出された前記静止画情報を、前記医療動画の開始索引
情報として、前記記録手段４へ記録し、一方で、
　前記第２抽出手段５８において前記静止画情報が抽出された後に、前記第２比較手段５
７において比較される変化値が前記所定変化値を下回った場合に、この変化値を得る前記
二の計測数値の時系列的に後方の計測数値が計測された際の前記記録手段４に記録される
前記医療動画の静止画情報を抽出して、この静止画情報を、前記医療動画の終了索引情報
として、前記記録手段４へ記録する第２開始終了索引記録手段５９を有していることを特
徴とする請求項４記載の医療画像管理システム。
【請求項６】
前記開始索引情報を、時系列的に前方へ所定時間分シフトさせるとともに、前記終了索引
情報を時系列的に後方へ所定時間分シフトさせる索引補正手段６０を有していることを特
徴とする請求項３又は５記載の医療画像管理システム。
【請求項７】
前記開始索引情報及び／又は前記終了索引情報が抽出される時系列的な場所を基準として
、該開始索引情報及び／又は前記終了索引情報に時系列的な幅を具備させることを特徴と
する請求項３又は５記載の医療画像管理システム。
【請求項８】
記録手段４に保存される医療動画から前記開始索引情報と前記終了索引情報間に保存され
る医療動画及び／又は静止画を抽出して記録手段４に記録することを特徴とする請求項３
、５乃至７いずれかに記載の医療画像管理システム。
【請求項９】
前記医療画像管理システム１が、更に、
　前記記録手段４に記録される医療動画を時系列的な複数の静止画に分割する分割手段６
１と、
　前記分割された各静止画の色空間の座標系上の数値を算出する算出手段６２と、
　複数の前記色空間の座標系上の数値を時系列的に比較し、色空間の座標系上の数値が所
定以上の変化量を有する前記静止画を選出する選出手段６３と、
　前記選出手段６３によって選出された静止画毎に、画像変化情報を付与する付与手段６
４を有することを特徴とする請求項１乃至８いずれかに記載の医療画像管理システム。
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【請求項１０】
前記医療画像管理システム１が、更に、
　前記医療用撮影装置２が撮影する医療動画を表示する第１表示部 Aと、

において抽出される静止画を表示する第２表示部 Cを有するとともに、前記第１表
示部 A及び第２表示部 Cを同一画面上で表示する出力手段７を有することを特徴とする

記載の医療画像管理システム。
【請求項１１】

【請求項１２】

【請求項１３】

【請求項１４】

【請求項１５】

【請求項１６】

【請求項１７】

【請求項１８】

【請求項１９】

【請求項２０】
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前記第１抽出手
段５３

請求
項２

前記医療画像管理システム１が、更に、
　前記医療用撮影装置２が撮影する医療動画を表示する第１表示部 Aと、前記第２抽出手
段５８において抽出される静止画を表示する第２表示部 Cを有するとともに、前記第１表
示部 A及び第２表示部 Cを同一画面上で表示する出力手段７を有することを特徴とする請求
項４記載の医療画像管理システム。

前記計測手段３が、医療術者の心拍数、血圧、発汗量、体温、脳波、握力、注視点、瞬き
、瞳孔、眼球運動、呼吸曲線、唾を飲む動作回数、皮膚電気伝導度、筋電位差、脳内物質
、血糖値、血流量、血中成分、各種ホルモン量、噛みしめ圧、心電、皮膚電気反射、指尖
脈波、体位・体勢、涙量、涙の成分、唾液量、唾液成分、胃液量、胃液成分、顔の表情（
特徴解析の値）、音声の変化（特徴解析の値）、読唇（特徴解析の値）、手足の震え、尿
（蛋白、糖、潜血などの値）のうち少なくとも１つを計測することを特徴とする請求項１
乃至１１いずれかに記載の医療画像管理システム。

前記計測手段３において計測される全ての生体情報が時系列に、医療動画とともに前記記
録手段４へ記録されていることを特徴とする請求項１２記載の医療画像管理システム。

前記医療画像管理システム１は、更に、
　前記記録手段４に記録される複数の医療動画から、前記医療画像に付与される前記索引
の総数を基にして選別し、該選別された医療動画に対して所定の処理を施すことを特徴と
する請求項１記載の医療画像管理システム。

前記医療画像管理システム１は、医療術者の操作によって医療動画に索引を付与する手段
が設けられていることを特徴とする請求項１記載の医療画像管理システム。

医療行為を受ける患者を撮影して医療動画を作成し、該医療動画を管理する医療画像管理
方法であって、
　前記医療動画を記録するとともに、前記医療行為を行う医療術者の生体情報を計測し、
　計測される前記医療術者の生体情報に応じて、記録される前記医療動画に索引を付与す
ることを特徴とする医療画像管理方法。

前記医療動画に索引を付与する方法が、前記計測される生体情報の所定数値との比較結果
に応じて行われる、又は、前記計測される生体情報の時系列的な変化量に応じて行われる
ことを特徴とする請求項１６記載の医療画像管理方法。

前記索引を付与する方法が、前記医療動画から抽出された静止画に関する静止画情報を索
引として付与することにより行われることを特徴とする請求項１６又は１７記載の医療画
像管理方法。

前記医療動画から抽出された２の静止画情報から医療動画を抽出する開始及び終了時点を
算出して、この期間の医療動画及び／又は静止画を抽出して記録することを特徴とする請
求項１６乃至１８いずれかに記載の医療画像管理方法。



【請求項２１】

【請求項２２】

【請求項２３】

【請求項２４】

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療画像管理システム及び医療画像管理方法に関し、より詳しくは、患者に
処置を施す医療術者の生体情報の変化に応じて記録されている医療動画に索引を付与する
ことのできる医療画像管理システム及び医療画像管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療術者（医者等）が行う生体手術は、内視鏡や眼科手術用顕微鏡等の手術用カメラに
よって手術の様子が撮影され、生体内の映像を出力装置の画面上に表示するとともに、記
録媒体へ動画情報として記録されていた。医療行為の動画（医療動画）を記録し保存する
ことによって、多数の手術記録の中からでも手術中で起きた重要な出来事をより鮮明に且
つ正確に思い起こさせることができるからである。
【０００３】
　近年になって、特に重要な出来事が起こった時点を的確に保存しておくために、記録さ
れる動画情報（動画）から医療術者の適宜行われる操作によって、手術中であっても静止
画情報（静止画）を取得することができる機能を有する装置が開発されている。
　特に、特許文献１（特開２００２－５８６４１号公報）に示される発明では、医療術者
が効率良く手術中の静止画を取得することができるように、医療術者の脚により操作され
るフットスイッチを設けることによって、医療術者が手術中であっても、容易に且つ効率
良く静止画を取得することができる機能を有している。
　確かに、上記するような特許文献１に示される発明では、医療術者がフットスイッチを
利用することで所望する静止画を取得することができるので、手術中であっても、医療術
者の手を休める必要なく静止画を抽出することができた。
【０００４】
　しかしながら、このようにフットスイッチを利用して静止画を得る方法は、医療術者が
所望する静止画を得ることはできても、医療術者がフットスイッチを起動し忘れたり、又
は医療術者が意図しなければ静止画を取得したりすることはできなかった。
　上記するような静止画を取得する装置は、医療術者の意思によって、取得が行われるか
否かが依存されているため、手術に集中している医療術者はフットスイッチ等の静止画を
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前記医療用撮影装置２において撮影された前記医療動画と、医療術者の生体情報に応じて
抽出された前記医療動画とを同時に表示することを特徴とする請求項１６乃至１９いずれ
かに記載の医療画像管理方法。

前記医療術者の生体情報が、医療術者の心拍数、血圧、発汗量、体温、脳波、握力、注視
点、瞬き、瞳孔、眼球運動、呼吸曲線、唾を飲む動作回数、皮膚電気伝導度、筋電位差、
脳内物質、血糖値、血流量、血中成分、各種ホルモン量、噛みしめ圧、心電、皮膚電気反
射、指尖脈波、体位・体勢、涙量、涙の成分、唾液量、唾液成分、胃液量、胃液成分、顔
の表情（特徴解析の値）、音声の変化（特徴解析の値）、読唇（特徴解析の値）、手足の
震え、尿（蛋白、糖、潜血などの値）のうち少なくとも１つを計測して得られる生体情報
であることを特徴とする請求項１６乃至２０いずれかに記載の医療画像管理方法。

記録される前記医療動画に、医療行為中の出来事の情報が保存されることを特徴とする請
求項１６記載の医療画像管理方法。

医療動画に付与される前記索引の総数を基にして、特定の前記医療動画を選出することを
特徴とする請求項１６記載の医療画像管理方法。

前記医療画像管理方法が、さらに、医療術者による操作によって索引情報が付与されるこ
とを特徴とする請求項１６記載の医療画像管理方法。



取得するための操作を行い忘れるという場合も多々あった。
【０００５】
　また、実際の手術中に於いて、医療術者がどのような場面で、どのような精神状態にあ
るのかを把握することができなかった。
　特に、医療術者の生体情報が変化するポイントにおいては、経験の豊富な医療術者であ
っても何らかの緊張を有する医療行為であり、この医療行為を行う際の静止画を取得する
ことは医療術者の集中を妨げることになり、従来方法では極めて困難であった。
【０００６】
　また、医療行為の経験が少ない医療術者が、医療行為を行う場合において、如何なる場
合に緊張を有しているか、また、通常とは異なる精神状態に陥り易いのかを判断すること
は極めて難しかった。このため、医療行為の経験が少ない医療術者は実際に医療行為を行
うまで、どの場面で緊張するかの具体的な情報を得ることができなかった。
　上記するような理由のため、医療術者の意思に依存することなく、医療術者が有する緊
張の度合い等の生体情報に応じて静止画を取得することのできる医療画像管理システムが
必要であった。
　また、上記するような医療術者の生体情報を計測しようとした場合、計測される生体情
報は、時系列的に変化する線形的な変化を有しておらず、非線形的な変化を有しているこ
とが通常である。このため、上記する如く医療術者が緊張する時点を正確に生体情報から
決定することは極めて困難であった。
【０００７】
【特許文献１】：特開２００２－５８６４１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　患者に処置を施す医療術者の生体情報の変化に応じて記録されている医療動画に索引を
付与することのできる医療画像管理システム及び医療画像管理方法に関する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１記載の発明は、医療行為を受ける患者を撮影し医療動画を作成する医療用撮影
装置２と、前記医療用撮影装置２が撮影する医療動画を記録する記録手段４とを有する医
療画像管理システム１であって、前記医療行為を行う医療術者の生体情報を計測する計測
手段３と、前記計測手段３において計測された計測結果に応じて、前記記録手段４におい
て記録される医療動画に索引を付与する索引付与手段５を有することを特徴とする医療画
像管理システムを提供する。
　請求項２記載の発明は、前記索引付与手段５は、前記計測手段３において計測された計
測数値を受取る数値受信手段５１と、前記数値受信手段５１において受信した前記計測数
値を所定数値と比較する第１比較手段５２と、前記第１比較手段５２において前記計測数
値が前記所定数値を上回った場合に、該計測数値が計測された際の前記記録手段４に記録
される前記医療動画の静止画情報を抽出する第１抽出手段５３を有することを特徴とする
請求項１記載の医療画像管理システムを提供する。
　請求項３記載の発明は、前記索引付与手段５は、更に、前記第１抽出手段５３において
抽出された前記静止画情報を、前記医療動画の開始索引情報として、前記記録手段４へ記
録し、一方で、前記第１抽出手段５３において前記静止画情報が抽出された後に、前記第
１比較手段５２において比較される計測数値が前記所定数値を下回った場合に、該計測数
値を計測した際の前記記録手段４に記録される前記医療動画の静止画情報を抽出して、こ
の静止画情報を、前記医療動画の終了索引情報として、前記記録手段４へ記録する第１開
始終了索引記録手段５４を有していることを特徴とする請求項２記載の医療画像管理シス
テムを提供する。
　請求項４記載の発明は、前記索引付与手段５は、前記計測手段３において計測される計
測数値を受取る数値受信手段５１と、前記数値受信手段５１において受信した前記計測数
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値を時系列的に保存する計測数値保存手段５５と、前記計測数値保存手段５５において保
存される二の前記計測数値から時系列の変化値を算出する変化値算出手段５６と、前記変
化値算出手段５６から算出された前記変化値を所定変化値と比較する第２比較手段５７と
、前記第２比較手段５７において前記変化値が前記所定変化値を上回った場合に、該変化
値を得る前記二の計測数値の時系列的に前方の計測数値が計測された際の前記記録手段４
に記録される前記医療動画の静止画情報を抽出する第２抽出手段５８を有することを特徴
とする請求項１記載の医療画像管理システムを提供する。
　請求項５記載の発明は、前記索引付与手段５は、更に、前記第２抽出手段５８において
抽出された前記静止画情報を、前記医療動画の開始索引情報として、前記記録手段４へ記
録し、一方で、前記第２抽出手段５８において前記静止画情報が抽出された後に、前記第
２比較手段５７において比較される変化値が前記所定変化値を下回った場合に、この変化
値を得る前記二の計測数値の時系列的に後方の計測数値が計測された際の前記記録手段４
に記録される前記医療動画の静止画情報を抽出して、この静止画情報を、前記医療動画の
終了索引情報として、前記記録手段４へ記録する第２開始終了索引記録手段５９を有して
いることを特徴とする請求項４記載の医療画像管理システムを提供する。
　請求項６記載の発明は、前記開始索引情報を、時系列的に前方へ所定時間分シフトさせ
るとともに、前記終了索引情報を時系列的に後方へ所定時間分シフトさせる索引補正手段
６０を有していることを特徴とする請求項３又は５記載の医療画像管理システムを提供す
る。
　請求項７記載の発明は、前記開始索引情報及び／又は前記終了索引情報が抽出される時
系列的な場所を基準として、該開始索引情報及び／又は前記終了索引情報に時系列的な幅
を具備させることを特徴とする請求項３又は５記載の医療画像管理システムを提供する。
　請求項８記載の発明は、記録手段４に保存される医療動画から前記開始索引情報と前記
終了索引情報間に保存される医療動画及び／又は静止画を抽出して記録手段４に記録する
ことを特徴とする請求項３、５乃至７いずれかに記載の医療画像管理システムを提供する
。
　請求項９記載の発明は、前記医療画像管理システム１が、更に、前記記録手段４に記録
される医療動画を時系列的な複数の静止画に分割する分割手段６１と、前記分割された各
静止画の色空間の座標系上の数値を算出する算出手段６２と、複数の前記色空間の座標系
上の数値を時系列的に比較し、色空間の座標系上の数値が所定以上の変化量を有する前記
静止画を選出する選出手段６３と、前記選出手段６３によって選出された静止画毎に、画
像変化情報を付与する付与手段６４を有することを特徴とする請求項１乃至８いずれかに
記載の医療画像管理システムを提供する。
　請求項１０記載の発明は、前記医療画像管理システム１が、更に、前記医療用撮影装置
２が撮影する医療動画を表示する第１表示部 Aと、 において抽出さ
れる静止画を表示する第２表示部 Cを有するとともに、前記第１表示部 A及び第２表示部 C
を同一画面上で表示する出力手段７を有することを特徴とする 記載の医療画像管
理システムを提供する。
　請求項１１記載の発明は、

　 の発明は、前記計測手段３が、医療術者の心拍数、血圧、発汗量、体温
、脳波、握力、注視点、瞬き、瞳孔、眼球運動、 唾を飲む動作回数、皮膚電気
伝導度、筋電位差、脳内物質、血糖値、血流量、血中成分、各種ホルモン量、噛みしめ圧
、心電、皮膚電気反射、指尖脈波、体位・体勢、涙量、涙の成分、唾液量、唾液成分、胃
液量、胃液成分、顔の表情（特徴解析の値）、音声の変化（特徴解析の値）、読唇（特徴
解析の値）、手足の震え、尿（蛋白、糖、潜血などの値）のうち少なくとも１つを計測す
ることを特徴とする いずれかに記載の医療画像管理システムを提供する

10

20

30

40

50

(6) JP 3839839 B2 2006.11.1

前記第１抽出手段５３

請求項２

前記医療画像管理システム１が、更に、前記医療用撮影装置
２が撮影する医療動画を表示する第１表示部 Aと、前記第２抽出手段５８において抽出さ
れる静止画を表示する第２表示部 Cを有するとともに、前記第１表示部 A及び第２表示部 C
を同一画面上で表示する出力手段７を有することを特徴とする請求項４記載の医療画像管
理システムを提供する。

請求項１２記載
呼吸曲線、

請求項１乃至１１



。
　 の発明は、前記計測手段３において計測される全ての生体情報が時系列
に、医療動画とともに前記記録手段４へ記録されていることを特徴とする
の医療画像管理システムを提供する。
　 の発明は、前記医療画像管理システム１は、更に、前記記録手段４に記
録される複数の医療動画から、前記医療画像に付与される前記索引の総数を基にして選別
し、該選別された医療動画に対して所定の処理を施すことを特徴とする請求項１記載の医
療画像管理システムを提供する。
　 の発明は、前記医療画像管理システム１は、医療術者の操作によって医
療動画に索引を付与する手段が設けられていることを特徴とする請求項１記載の医療画像
管理システムを提供する。
【００１０】
　 の発明は、医療行為を受ける患者を撮影して医療動画を作成し、該医療
動画を管理する医療画像管理方法であって、前記医療動画を記録するとともに、前記医療
行為を行う医療術者の生体情報を計測し、計測される前記医療術者の生体情報に応じて、
記録される前記医療動画に索引を付与することを特徴とする医療画像管理方法

　 の発明は、前記医療動画に索引を付与する方法が、前記計測される生体
情報 所定数値との比較 行われる、又は、前記計測される生体情報の時系列
的な変化量に応じて行われることを特徴とする の医療画像管理方法を提供
する。
　 の発明は、前記索引を付与する方法が、前記医療動画から

ることを特徴とする
記載の医療画像管理方法を提供する。

　 の発明は、前記医療動画から抽出された２の静止画情報から医療動画を
抽出する開始及び終了時点を算出して、この期間の医療動画及び／又は静止画を抽出して
記録することを特徴とする いずれかに記載の医療画像管理方法を提供
する。
　 の発明は、前記医療用撮影装置２において撮影された前記医療動画と、
医療術者の生体情報に応じて抽出された前記医療動画とを同時に表示することを特徴とす
る いずれかに記載の医療画像管理方法を提供する。
　 の発明は、前記医療術者の生体情報が、医療術者の心拍数、血圧、発汗
量、体温、脳波、握力、注視点、瞬き、瞳孔、眼球運動、 唾を飲む動作回数、
皮膚電気伝導度、筋電位差、脳内物質、血糖値、血流量、血中成分、各種ホルモン量、噛
みしめ圧、心電、皮膚電気反射、指尖脈波、体位・体勢、涙量、涙の成分、唾液量、唾液
成分、胃液量、胃液成分、顔の表情（特徴解析の値）、音声の変化（特徴解析の値）、読
唇（特徴解析の値）、手足の震え、尿（蛋白、糖、潜血などの値）のうち少なくとも１つ
を計測して得られる生体情報であることを特徴とする いずれかに記載
の医療画像管理方法を提供する。
　 の発明は、記録される前記医療動画に、医療行為中の出来事の情報が保
存されることを特徴とする 記載の医療画像管理方法を提供する。
　 の発明は、医療動画に付与される前記索引の総数を基にして、特定の前
記医療動画を選出することを特徴とする 記載の医療画像管理方法を提供する。
　 の発明は、前記医療画像管理方法が、さらに、医療術者による操作によ
って索引情報が付与されることを特徴とする の医療画像管理方法を提供す
る。
　これら発明を提供することにより上記課題を悉く解決する。
【発明の効果】
【００１１】
　請求項１記載の発明によって、患者に医療行為を施す医療術者の生体情報の変化に応じ
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請求項１３記載
請求項１２記載

請求項１４記載

請求項１５記載

請求項１６記載

を提供する
。

請求項１７記載
の 結果に応じて

請求項１６記載

請求項１８記載 抽出された静
止画に関する静止画情報を索引として付与することにより行われ 請求
項１６又は１７

請求項１９記載

請求項１６乃至１８

請求項２０記載

請求項１６乃至１９
請求項２１記載

呼吸曲線、

請求項１６乃至２０

請求項２２記載
請求項１６

請求項２３記載
請求項１６

請求項２４記載
請求項１６記載



て、医療動画に索引を付与することができるので、医療行為における医療術者の精神状態
による状況を詳細に把握することができる医療画像管理システムを提供することができる
。例えば、医療術者が手術中どの場面において緊張しているかを医療動画に付与される索
引によって容易に検出することができる。また、経験の少ない医療術者が手術のどのよう
な場面において緊張するか、また、興奮状態であったか等の生体情報を管理することがで
き、他の医療術者に対して行う手術の指導に於いて、効果的な指導を行うことができる。
更に、この装置を使用することによって、医療行為における重要な局面と、医療術者の緊
張を誘発する局面と２つの局面を把握することができるとともに、夫々の局面における患
者の状態の安定とを確実に把握することができ、医療行為における高い成功率を導くこと
ができる医療画像管理システムを提供する。
　請求項２記載の発明によって、計測された生体情報が所定数値を上回った場合に索引を
付与することができる医療画像管理システムを提供することができる。
　請求項３記載の発明によって、記録される医療動画に重要と考えられる期間を指定する
ための開始及び終了索引を付与することができる医療画像管理システムを提供することが
できる。
　請求項４記載の発明によって、時系列の変化値を使用することによって生体情報の変化
を極めて正確に特定することができ、この場合においてのみ索引を付与することができる
医療画像管理システムを提供することができる。
　請求項５記載の発明によって、記録される医療動画に重要と考えられる期間を指定する
ための開始及び終了索引を付与することができる医療画像管理システムを提供することが
できる。
　請求項６記載の発明によって、索引を適宜シフトさせることができるので、医療画像を
再生する際に適宜な幅を持たせて再生することができる医療画像管理システムを提供する
ことができる。
　請求項７記載の発明によって、開始索引情報及び／終了索引情報に幅を持たせることに
よって、医療動画又は複数の静止画として抽出することができる医療画像管理システムを
提供することができる。
　請求項８記載の発明によって、索引情報を利用することによって、医療動画の重要と思
われるポイントにおける医療動画又は複数の静止画を記録手段４に格納することができる
医療画像管理システムを提供することができる。
　請求項９記載の発明によって、医療画像の静止画の変化を色空間の座標系上の数値を利
用して検出することができる医療画像管理システムを提供することができる。
　請求項１０記載の発明によって、第１表示部 A及び第２表示部 Cを設けることによって、
使用者は容易に医療動画及び医療動画から抽出される静止画を閲覧することができる医療
画像管理システムを提供することができる。

　 の発明によって、医療術者の心拍数、血圧、発汗量、体温、脳波、握力
、注視点、瞬き、瞳孔、眼球運動 、唾を飲む動作回数、皮膚電気伝導度、筋電
位差、脳内物質、血糖値、血流量、血中成分、各種ホルモン量、噛みしめ圧、心電、皮膚
電気反射、指尖脈波、体位・体勢、涙量、涙の成分、唾液量、唾液成分、胃液量、胃液成
分、顔の表情（特徴解析の値）、音声の変化（特徴解析の値）、読唇（特徴解析の値）、
手足の震え、尿（蛋白、糖、潜血などの値）を使用することができるので、医療術者の生
体情報を効果的に且つ的確に把握して索引情報を付与することができる医療画像管理シス
テムを提供することができる。
　 の発明によって、あらゆる生体情報を基にして効果的に医療画像を記録
して保存しておくことができる医療画像管理システムを提供することができる。
　 の発明によって、記録手段において記録される医療動画に付与される索
引の総数により、優先順位を定めることができ、また更に、これら選別された医療動画を
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　請求項１１記載の発明によって、第１表示部 A及び第２表示部 Cを設けることによって、
使用者は容易に医療動画及び医療動画から抽出される静止画を閲覧することができる医療
画像管理システムを提供することができる。

請求項１２記載
、呼吸曲線

請求項１３記載

請求項１４記載



この優先順位において処理方法を変えることができる医療画像管理システムを提供するこ
とができる。
　 の発明によって、医療術者が意図する医療画像（静止画及び動画）を抽
出することができるので、医療術者が意図する及び意図しない医療画像を抽出することが
でき、医療行為におけるその重要度を多種多様な面から検討することができる医療画像管
理システムを提供することができる。
【００１２】
　 の発明によって、患者に医療行為を施す医療術者の生体情報の変化に応
じて、医療動画に索引を付与することができるので、医療行為における医療術者の精神状
態による状況を詳細に把握することができる医療画像管理方法を提供することができる。
　例えば、医療術者が手術中どの場面において緊張しているかを医療動画に付与される索
引によって容易に検出することができる。また、経験の少ない医療術者が手術のどのよう
な場面において緊張するか、また、興奮状態であったか等の生体情報を管理することがで
き、他の医療術者に対して行う手術の指導に於いて、効果的な指導を行うことができる。
更に、この方法を使用することによって、医療行為における重要な局面と、医療術者の緊
張を誘発する局面と２つの局面を把握することができるとともに、夫々の局面における患
者の状態の安定とを確実に把握することができ、医療行為における高い成功率を導くこと
ができる医療画像管理方法を提供する。
　 の発明によって、索引を付与する方法が生体情報の変化値に応じて付与
され、極めて効果的に索引を付与することができる医療画像管理方法を提供することがで
きる。
　 の発明によって、索引が静止画に関する情報であるので、静止画そのも
のの情報を格納しないので、記憶容量を小さくすることができる医療画像管理方法を提供
することができる。
　 の発明によって、静止画情報を利用して、使用者にとって重要と考えら
れるポイントを医療動画から医療動画又は静止画として抽出することができる医療画像管
理方法を提供することができる。
　 の発明によって、医療動画及び索引が付与される静止画が同時に表示さ
れるので、使用者にとって極めて使い勝手の良い医療画像管理方法を提供することができ
る。
　 の発明によって、医療術者の心拍数、血圧、発汗量、体温、脳波、握力
、注視点、瞬き、瞳孔、眼球運動 、唾を飲む動作回数、皮膚電気伝導度、筋電
位差、脳内物質、血糖値、血流量、血中成分、各種ホルモン量、噛みしめ圧、心電、皮膚
電気反射、指尖脈波、体位・体勢、涙量、涙の成分、唾液量、唾液成分、胃液量、胃液成
分、顔の表情（特徴解析の値）、音声の変化（特徴解析の値）、読唇（特徴解析の値）、
手足の震え、尿（蛋白、糖、潜血などの値）を使用することができるので、医療術者の生
体情報を効果的に把握することができる医療画像管理方法を提供することができる。
　 の発明によって、医療術者や医療関係者の入退室等の医療行為中に行わ
れるイベントを記録することができる医療画像管理方法を提供することができる。
　 の発明によって、記録手段において記録される医療動画に付与される索
引の総数により、優先順位を定めることができ、また更に、これら選別された医療動画を
この優先順位において処理方法を変えることができる医療画像管理方法を提供することが
できる。
　 の発明によって、医療術者が意図する医療画像（静止画及び動画）を抽
出することができるので、医療術者が意図する及び意図しない医療画像を抽出することが
でき、医療行為におけるその重要度を多種多様な面から検討することができる医療画像管
理方法を提供することができる。

【図面の簡単な説明】
【００１３】
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請求項１５記載

請求項１６記載

請求項１７記載

請求項１８記載

請求項１９記載

請求項２０記載

請求項２１記載
、呼吸曲線

請求項２２記載

請求項２３記載

請求項２４記載



［図１］本発明を利用した医療行為が行われる様子を示す。
［図２］管理装置の構成を示すブロック線図である。
［図３］第１索引方法を利用する場合のブロック線図である。
［図４］生体情報から静止画情報が抽出される地点を示す。
［図５］第２索引方法を利用する場合のブロック線図である。
［図６］生体情報から静止画情報が抽出される地点を示す。
［図７］補助索引を利用して索引情報を付与する場合のイメージ図を示す。
［図８］医療動画に生体情報による索引情報が付与されることを示す。
［図９］医療動画を分割する構成を示すブロック線図である。
［図１０］出力手段が表示する画面の一実施例を示す。
［図１１］出力手段が表示する画面の一実施例を示す。
［図１２］出力手段が生体情報のグラフを表示する一実施例を示す。
［図１３］第１索引付与方法のフローチャートを示す。
［図１４］第２索引付与方法のフローチャートである。
［図１５］医療動画を管理する一実施例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００１４】
１‥‥医療画像管理システム
２‥‥医療用撮影装置
３‥‥計測手段
４‥‥記録手段
５‥‥索引付与手段
５１・・・数値受信手段
５２・・・第１比較手段
５３・・・第１抽出手段
５４・・・第１開始終了索引記録手段
５５・・・測定数値保存手段
５６・・・変化値算出手段
５７・・・第２比較手段
５８・・・第２抽出手段
５９・・・第２開始終了索引記録手段
６０・・・索引補助手段
６１・・・分割手段
６２・・・算出手段
６３・・・選出手段
６４・・・付与手段
Ａ‥‥表示部
Ｃ‥‥静止画表示部
Ｄ‥‥動画表示部
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明に係る医療画像管理システム１の好適な実施形態について、図面を参照し
つつ説明する。
　尚、本発明で使用される「医療術者」なる文言は、患者に対して医療行為を施す者を対
象としており、例えば、執刀医・麻酔科等の手術に参加する者、執刀医を補助する者、看
護婦、薬剤師を挙げることができる。これらに限定される者でなくとも、手術に関わる者
であれば全てが含有される。また、以下の明細書中では、医療術者が１人の場合を説明す
るが、医療術者の人数は特に限定されるものではなく、複数の医療術者が存在する場合で
あれば、全ての医療術者の生体情報を計測することが好ましい。
　本発明で使用される「生体情報」なる文言は、「心拍数、血圧、発汗量、体温、脳波、
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握力、注視点、瞬き、瞳孔、眼球運動、呼吸数（無呼吸時間等含む）、呼吸曲線、唾を飲
む動作回数、皮膚電気伝導度、筋電位差、脳内物質、血糖値、血流量、血中成分、各種ホ
ルモン量、噛みしめ圧、心電、皮膚電気反射、指尖脈波、体位・体勢、涙量、涙の成分、
唾液量、唾液成分、胃液量、胃液成分、顔の表情（特徴解析の値）、音声の変化（特徴解
析の値）、読唇（特徴解析の値）、手足の震え、尿（蛋白、糖、潜血などの値）」内の少
なくとも１の情報を指し示す。これらの情報は、時系列的に変化しており、その時系列的
な変化を後述する計測手段によって計測される。
　尚、上記する生体情報の「特徴解析の値」とは、時系列的に変化する場合の時間変化の
大きさ（変化値）を指し示しており、この変化値の大きさによって特徴を決定するように
設定することができる。
　本発明の医療画像管理システム及び方法において計測する生体情報は、医療術者の生体
情報を利用するが、患者の生体情報も併せて利用することが好ましく、また、患者が複数
いる場合には、複数の患者全ての生体情報を計測することが更に好ましい。
　本発明に係る医療画像管理システム１は、医療用撮影装置２、計測手段３、記録手段４
と索引付与手段５が具備される管理装置６を有している（図２参照）。
　この医療用撮影装置２は、医療術者が行う医療行為を撮影する撮影装置や、患者の医療
行為が行われる患部を撮影する撮影装置である。この医療用撮影装置２は、上記する撮影
装置等を採用することができ、例えば、術野カメラや手術顕微鏡等の医療用のアナログあ
るいはデジタル撮影装置を挙げることができる。
　計測手段３は、生体情報を計測する計測器であり、後述する管理装置６へこの生体情報
を送信する。この計測手段３は、医療術者に具備されるので、医療行為の邪魔にならない
ことが前提となる。尚、図１において示される計測手段３は、医療術者の脳波及び血圧を
夫々計測する計測部３１が設けられており、脳波及び血圧を計測した後に送信部３２へこ
の生体情報を送り、この送信部３２から管理装置６へ無線システムを利用して生体情報を
送信している。生体情報が管理装置６へ送信される送信方法は、無線又は有線を利用する
送信方式が採用され、医療術者の邪魔にならなければ特に限定されるものではない。尚、
医療術者以外に取り付けられる計測手段３は、生体情報を正確に計測することができる物
であれば特に限定されるものではない。
　管理装置６は、後述する記録手段４及び索引付与手段５を有する装置である。この管理
装置６は、通常使用されるコンピュータが採用されており、キーボードやマウス等の入力
装置、数値の加減乗除や比較処理を行う演算装置、演算結果を一時的に保存する記憶装置
、医療画像や静止画を表示する表示装置、これら装置を制御する制御装置を有している。
これらの機能を有することにより、後述する処理を実行することが可能となる。
　記録手段４は、管理装置６に設けられる記憶装置であり、主記憶装置を採用することも
可能であり、外部に設けられる補助的な記録装置を採用することも可能である。この記録
手段４は、医療用撮影装置２から撮影される医療動画を記録する。尚、この医療動画を記
録する場合には、記録される時刻情報も併せて記録されている。
　索引付与手段５は、管理装置６に設けられるとともに、以下に記載される処理を行う。
この索引付与手段５は、計測手段３において計測された計測数値を基にして、この計測結
果に応じて記録手段４に記録される医療動画へ索引を付与する。この索引は、記録手段４
において記録される医療動画と合せて記録されることになる。
　この索引付与手段５が行う索引を付与する方法を詳述する。
　先ず、第１索引付与方法を説明する。
　第１索引付与方法を実行するため索引付与手段５は、数値受信手段５１と、第１比較手
段５２、第１抽出手段５３及び第１開始終了索引記録手段５４を有している（図３参照）
。
　数値受信手段５１は、計測手段２において計測された計測数値を受け取る。この数値受
信手段５１によって計測数値を時系列で連続的に受信することになる。
　第１比較手段５２は、数値受信手段５１で受信した計測数値と、予め設定される所定数
値を比較する。この第１比較手段５２によって、受信される計測数値と所定数値の大小が
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比較されることになる。この所定数値は、使用者によって適宜設定されるとともに、生体
情報の種類によって変更される。この所定数値を設定する際には、この所定数値よりも上
回る場合が、通常の状態とは異なる状態であることを示していると判断することができる
数値である。例えば、通常の心拍数が「６０」である医療術者であれば、この所定数値を
「１００」に設定しておき、心拍数が「１００」を超えた時点を異常な状態とすることが
できる。この所定数値は、医療術者の平常状態（日常生活における）の数値（平常数値）
を算出しておき、この数値よりもある程度高い数値（平常数値＋α）を所定数値として設
定するか、また、医療術者の異常状態における数値を計測しておき、この数値を所定数値
として利用することもできる。
　第１比較手段５２は、計測数値が所定数値よりも上回った場合において、後述する第１
抽出手段５３が動作するように促し、計測数値が所定数値以下でない場合においては、時
系列的に次の計測数値を所定数値と比較することになる。
　第１抽出手段５３は、第１比較手段５２において計測数値が所定数値を上回った場合に
、計測数値が計測された際の記録手段４に記録される医療動画の静止画情報を抽出する。
第１比較手段５２により所定数値よりも上回る計測数値が検出されると、この計測数値が
計測された時刻情報を基にして、この計測数値が計測された時刻の医療動画の静止画が特
定される。静止画が特定されると、この静止画の時刻情報やインデックス情報又はアドレ
ス情報等や医療動画中の静止画の位置を示す情報の静止画情報が特定されることになる。
この場合、静止画自体を取り出す抽出方法を採用することもできるが、医療動画自体を記
録手段４において記録していること及び抽出した場合の静止画が有するデータ容量を考慮
すると、静止画情報のみを抽出することが最も好ましい。
　第１開始終了索引記録手段５４は、第１抽出手段５３において抽出された静止画情報を
、医療動画の開始索引情報として、記録手段４へ記録する。またさらに、第１抽出手段５
３において静止画情報が抽出された後に、第１比較手段５２において比較される計測数値
が所定数値を下回った場合に、計測数値を計測した際の記録手段４に記録される医療動画
の静止画情報を抽出して、この静止画情報を、医療動画の終了索引情報として、記録手段
４へ記録する。
　第１開始終了索引記録手段５４は、第１抽出手段５３により静止画情報が抽出されると
、第１比較手段５３から再度の抽出命令が促されても、静止画情報を抽出しないように設
定しておく。このことにより、この第１抽出手段５３により抽出される静止画情報は、計
測数値が所定数値よりも上回った場合と下回った場合、つまり、計測数値の時系列変化が
所定数値と交わる場合にのみ、静止画情報を抽出することになる。
　例えば、図４のような生体情報の時系列的変化を得るとすれば、先ず、Ａ１時刻におい
て、計測数値が所定数値（ｘ）を上回り、第１比較手段５２が第１抽出手段５３へ動作を
促し、このＡ１時刻の静止画情報が抽出される。この静止画情報は、第１開始終了索引記
録手段５４により開始索引情報とされる。次にＡ２時刻において、第１比較手段５２にお
いて第１抽出手段５３への動作が促されるが、第１抽出手段５３は動作が停止状態である
ので、第１比較手段５２はこの命令を無視することになる。次いで、Ａ３時刻において、
第１比較手段５２は、計測数値が所定数値を上回ってから計測数値が所定数値（ｘ）を下
回ることになるので、第１抽出手段５３の動作を促す。この命令により第１抽出手段５３
は、静止画情報の抽出を行う。この静止画情報は、第１開始終了索引記録手段５４により
、終了索引情報として記録されることになる。尚、このＡ１からＡ３時刻の間は、第１抽
出手段５３の動作の停止期間となる。
　このようにして、Ａ１及びＡ３時刻に静止画情報である開始及び終了索引が付与される
ことになり、Ａ１時刻からＡ３時刻までがこの手術における医療術者の生体情報から得ら
れる重要なポイントであることが解る。
【００１６】
　次に、第２索引付与方法の説明をする（図５参照）。
　第２索引付与方法は、数値受信手段５１、計測数値保存手段５５、変化値算出手段５６
、第２比較手段５７、第２抽出手段５８と第２開始終了索引記録手段５９を有している。
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　数値受信手段５１は、上述する如く、計測手段３において計測される計測数値を受け取
る。計測数値保存手段５５は、数値受信手段５１において受信した計測数値を時系列的に
保存する。この計測数値保存手段５５は、通常の記録装置を採用することができる。変化
値算出手段５６は、計測数値保存手段５５において保存される二の計測数値から時系列の
変化値を算出する。この変化値算出手段５６は、計測数値保存手段５５において計測数値
が時系列で連続的に保存されていることになり、任意の間隔を有する二つの計測数値の変
化値（変化量）を算出する。この変化値を算出する二つの計測数値の間隔は、特に限定さ
れるものではなく、生体情報の変化を確実に把握することができる変化値を算出すること
ができる間隔が好ましく、０．１～０．２秒間隔、好ましくは、０．０１～０．０２秒間
隔に設定されている。この変化値算出手段５６が、変化値を算出する方法は、二つの計測
数値の平均値を算出する方法を採用することができる。第２比較手段５７は、変化値算出
手段５６から算出された変化値を所定変化値と比較する。この場合行われる比較対象とな
る所定変化値は、予め設定される値を採用することもできるし、二つの計測数値により算
出された平均値よりも時系列的に前の（古い）平均値と比較することによって行われ、こ
れらの所定変化値と算出された計測数値が比較される。
　第２抽出手段５８は、第２比較手段５７において変化値が所定変化値を上回った場合に
、変化値を得る二の計測数値の時系列的に前方の計測数値が計測された際の記録手段４に
記録される医療動画の静止画情報を抽出する。この第２抽出手段５８が有する基本的な静
止画情報を抽出する機能は、第１抽出手段５３で説明した如く機能である。この第２抽出
手段５８が抽出する静止画情報は、変化値を算出した二つの計測数値の時系列的に前（古
い）の計測数値が計測された際の医療動画の静止画情報を抽出する点が異なっている。
　第２開始終了索引記録手段５９は、第２抽出手段５８において抽出された静止画情報を
、医療動画の開始索引情報として、記録手段４へ記録し、一方で、第２抽出手段５８にお
いて静止画情報が抽出された後に、第２比較手段５７において比較される変化値が所定変
化値を下回った場合に、この変化値を得る二の前記計測数値の時系列的に後方の計測数値
が計測された際の前記記録手段に記録される前記医療動画の静止画情報を抽出して、この
静止画情報を、医療動画の終了索引情報として、記録手段４へ記録する。
　この第２開始終了索引記録手段５９は、開始索引情報と終了索引情報を付与する点にお
いて第１開始終了索引記録手段５４と同じであり、開始索引情報が変化値を算出する二つ
の計測数値の時系列的に前の（古い）計測数値に付与され、終了索引情報が変化値を算出
する二つの計測数値の時系列的に後の（新しい）計測数値に付与される点が異なっている
。例えば、図６に示される如く、生体情報の変化を示す図が得られたとすると、先ず、数
値受信手段５１が所定間隔（Ｂ１、Ｂ２、Ｂ３、Ｂ４、Ｂ５）毎の計測数値を受信する。
これらの計測数値は計測数値保存手段５５へ送られて記録される。記録された計測数値は
変化値算出手段５６へ送られて、所定間隔毎の変化値が求められる。Ｂ１時刻における計
測数値とＢ２時刻における計測数値の平均値（第１平均値）を算出する。この平均値が変
化値（前の平均値）となる。
　次にＢ２時刻の計測数値とＢ３時刻における計測数値の平均値（第２平均値）を算出す
る。この平均値が変化値（後の平均値）となる。このとき、第２比較手段５７は、第１平
均値と第２平均値を比較する。
　また、このとき、第１平均値よりも第２平均値が所定の数値以上に大きい場合には、第
２抽出手段５８への作動が促される。このときの所定の数値は、使用者が適宜設定するこ
とができるし、第１索引付与方法で説明した如く、医療術者や生体情報によって変化させ
ることができる。
　これら上記する処理が繰り返される。この時、Ｂ２時刻とＢ３時刻との第２変化値は、
Ｂ１時刻とＢ２時刻との第１変化値に比して、極めて異なるので、Ｂ２時刻とＢ３時刻の
第２変化値が変化値算出手段５６で算出され、第２比較手段５７により比較された際に、
第２比較手段５７は第２抽出手段５８が第２変化値を算出するための時系列的に前の（古
い）計測数値が計測された場合の医療動画の静止画情報を抽出する。つまり、この抽出さ
れる静止画情報は、Ｂ２時刻における静止画情報となる。この静止画情報は、開始索引情
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報として記録手段４に記録される。また、第２開始終了索引記録手段５９によって、終了
索引情報が求められる。このとき、Ｂ３時刻及びＢ４時刻の変化値（第３平均値）とＢ４
時刻のＢ５時刻の変化値（第４平均値）を平均値算出手段５６から算出する。そして、第
２比較手段５７で比較された場合に、第３平均値と第４平均値は大きな数値の差を有して
いるので、第２比較手段５７は第２抽出手段５８へ静止画情報を抽出するように動作が促
される。これにより、第３平均値を算出する二つの計測数値の時系列的に後の（新しい）
Ｂ４時刻の静止画情報が終了索引情報として記録手段４に記録されることになる。尚、図
６で示されるＢ１乃至Ｂ５の間隔を狭くすることによって、より正確な生体情報の変化の
開始及び終了時を把握して、夫々に開始索引情報と終了索引情報を付与することができる
。
【００１７】
　また、この生体情報は、計測数値保存手段５５に保存されているので、ある程度の計測
を記録させながら、その変化の開始と終了時を算出するように設定しても構わない。この
方法は、例えば、所定の値を超えた生体情報が確認されると、この場合の生体情報の波形
をプロット（生体情報変化を把握し）し、この変化を遺伝的アルゴリズム、ニューラルネ
ットワークやファジー理論等の最適解を求めるアルゴリズムを利用して、通常の生体情報
から何時の時点から生体情報の変化が開始され（生じ）、何時の時点から通常の生体情報
の値に回帰（終了）したのかを求めることもできる。このように計測数値保存手段５５に
保存される計測数値の数値群（計測数値の遷移）を利用することによって、通常とは異な
る数値群パターンを求める方法を利用することもできる。
【００１８】
　第１索引付与方法及び第２索引付与方法を説明したが、開始索引情報を、時系列的に前
方へ所定時間分シフトさせるとともに、終了索引情報を時系列的に後方へ所定時間分シフ
トさせる索引補正手段６０を設けておくことが好ましい。このように索引補正手段６０を
設けることによって、開始索引情報を前方へ終了索引情報を後方へシフトさせることによ
って、医療動画を再生させる際に、生体情報の変化が現れる前から、生体情報の変化が終
了した後までを確実に観察することができ、生体情報の変化に伴う医療画像の変化を観察
することができるからである。このシフトさせる時間は特に限定されるものではなく、使
用者によって適宜設定される。この索引補正手段６０によって、開始索引情報及び／又は
終了索引情報が補正された場合には、補正された索引情報が医療動画に付与されて記録手
段４に保存される。
【００１９】
　また、抽出される開始及び終了索引情報に時系列的な幅を持たせることもできる。これ
ら開始及び終了索引情報は、抽出されたこれらの時点を基準軸として、幅を持たせて記録
手段４に記録することもできる。これらの索引情報は、上記する如く、ある特定の時点（
抽出される時刻）において抽出されているので幅を有していないが、このように抽出時点
を基準軸として幅を持たせることによって、静止画情報（開始及び終了索引情報）を重要
ポイントにおける一定の幅を有する医療動画として抽出することができる。この抽出例と
しては、例えば、図７（ａ）に示される如く、抽出された開始索引情報を開始軸（基準軸
）として時系列的にβ分だけ後方位置に補助索引を設け、この開始索引情報と補助索引の
間の医療動画又は存在する全ての静止画を索引情報として示している。図７（ｂ）では、
抽出された開始索引情報を開始軸（基準軸）として時系列的にβ分だけ前方位置に補助索
引を設け、この開始索引情報と補助索引の間の医療動画又は存在する全ての静止画を索引
情報として示している。図７（ｃ）では、抽出された開始索引情報を開始軸（基準軸）と
して、時系列的に前方及び後方位置に夫々γ分だけ二つの補助索引を設定し、これら二つ
の補助索引間の医療動画又は全ての静止画を索引情報として示している。尚、図７では、
開始索引情報について説明したが、終了索引情報についても同様に設定することができる
。また、β及びγの時系列的な長さは、使用者によって適宜設定され、図７（ｃ）のγは
時系列的に基準軸に対称に設定されているが特に限定されるものではない。このように抽
出される索引情報に幅を設けることによって、抽出される開始又は終了索引情報に幅を持
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たせることができる。尚、このように抽出された幅を有する索引情報は、記録手段４に医
療動画とともに記録されることになる。
【００２０】
　第１抽出手段及び第２抽出手段５３、５８によって抽出される開始及び終了索引情報を
利用して、これら索引情報によって囲まれる医療動画を抽出することもできる。この抽出
される医療動画は、開始索引情報と終了索引情報の間に存在する医療動画又は全ての静止
画を抽出することができる。また、この抽出される医療動画は、上記するように医療動画
自体又はこの区間（開始索引情報から終了索引情報まで）存在する全ての静止画自体を抽
出することもできるが、この区間における医療動画の開始及び終了の記録手段４に記録さ
れる場合のインデックス情報、アドレス情報や時刻情報を抽出したり、存在する全ての静
止画のインデックス情報、アドレス情報や時刻情報を抽出したりすることもできる。尚、
これら抽出される医療動画又は全ての静止画、又はこれらのインデックス情報、アドレス
情報や時刻情報は、後述する静止画表示部に表示される。
　尚、上記する抽出される索引情報、医療動画及び静止画は、夫々に画像属性情報（プロ
パティ）を付与することが好ましい。このような画像属性情報を付与することにより、抽
出される情報の属性を素早く確認することができる。
　尚、上記する医療動画に付与される索引情報は、医療術者がフットスイッチ（足踏み式
のスイッチ）、手動スイッチ、手押しボタンリモートコントローラ等を使用して索引を付
与することができるように設定されることが好ましい。このように医療術者が意図した医
療画像を抽出することができるように設定しておくことで、医療術者が意図した医療画像
と意図しない医療画像の両方を取得することができるからである。
【００２１】
　この医療画像管理システム１は、上述する如く、生体情報の変化に応じて開始索引情報
と終了索引情報を医療動画に付与することができる。この生体情報は、上記する如く、握
力、注視点、瞬き、瞳孔、眼球運動、呼吸数（無呼吸時間等含む）、呼吸曲線、唾を飲む
動作回数、皮膚電気伝導度、筋電位差、脳内物質、血糖値、血流量、血中成分、各種ホル
モン量、噛みしめ圧、心電、皮膚電気反射、指尖脈波、体位・体勢、涙量、涙の成分、唾
液量、唾液成分、胃液量、胃液成分、顔の表情（特徴解析の値）、音声の変化（特徴解析
の値）、読唇（特徴解析の値）、手足の震え、尿（蛋白、糖、潜血などの値）の内の少な
くとも１の生体体情報を利用することができる。このような場合、図８に示される如く、
一の医療動画に対して、複数の索引情報が付与されることになり、これらの開始及び終了
索引情報を夫々比較することにより、より鮮明且つ正確に医療動画の重要なポイントが映
し出されることになる。例えば、図８において、点線の楕円で囲まれる部分では、心拍数
、血圧、発汗量、体温及び脳波ともに通常の値と異なる変化を有していることが解る。こ
のことから、この医療行為に於いてこの箇所の医療行為が極度の緊張を有するような場面
であることが容易に推測することができる。このように複数の生体情報を利用し、生体情
報が複数重なる医療動画の時間を算出することによって、時間経過における医療行為の重
要度を推測することができる。
【００２２】
　また、握力を生体情報として利用すれば、握力の強弱に大きな変化のあったポイントを
索引情報として動画に付加することができ、そのときの抽出した医療動画の内容と見比べ
れば、メス等の手術器具をどのように利用したのかが容易に理解することができる。
　このような方法を利用することによって、比較的手の動作が大きい外科手術（例えば、
脳外科手術における頭蓋骨削孔時）等の際には、握力の変化が大きいため、この変化によ
る医療動画を抽出することができる。
　一方で、外科手術に比して手の動きが小さい手術（例えば、顕微鏡を利用した眼科手術
における強膜切開時）には、握力に大きな変化が生じないため、上記する如き握力の変化
による生体情報を利用することは難しいが、このような場合でも、握力と脳波の両方を生
体情報として利用すれば、小さな握力の変化しか生じない場合であっても、筋肉の動きを
脳波で捕らえることができ、脳波と握力の変化値から補助情報として組み合わせて使用す

10

20

30

40

50

(15) JP 3839839 B2 2006.11.1



ることで、的確に生体情報の変化を検知することができるようになる。
【００２３】
　また、一の医療行為における医療動画から重要なポイントを把握することができるので
、この医療行為を行ったことの無い未経験の医療術者は、自らがこの医療行為を行った場
合のシミュレーションを行うことができ、容易に緊張を有するような場面の想定を立てる
ことができる。
　この医療画像管理システム１は、更に、医療動画の変化を検出するために、分割手段６
１、算出手段６２、選出手段６３及び付与手段６４を有している（図９参照）。この分割
手段６１は、記録手段４に記録される医療動画を時系列的な複数の静止画に分割する。こ
の分割手段６１が行う医療動画の分割間隔は、特に限定されるものではないが、１フレー
ム毎に静止画を作成することが好ましい。このように１フレーム毎に作成することによっ
て、後述する表示装置で表示する際に１フレーム毎に表示することが効果的に利用するこ
とができるとともに、医療動画の変化を極めて細かく捉えられるからである。
　算出手段６２は、分割された静止画毎が有する色空間の座標系上の数値を算出する。こ
の色空間の座標系上の数値は、静止画の配色による変化を検出することを可能にする数値
を利用することができ、例えば、ＲＧＢ（Ｒｅｄ－Ｇｒｅｅｎ－Ｂｌｕｅ）値、ＹＵＶ（
ＰＡＬ－Ｐｈａｓｅ　Ａｌｔｅｒｎａｔｉｏｎ　ｂｙ　Ｌｉｎｅ）、ＹＣｂＣｒ（ＩＴＵ
－Ｒ　ＢＴ．６０１）やＸＹＺ（ＣＩＥ１９３１）等を利用することができる。
　選出手段６３は、複数の色空間の座標系の数値を時系列的に比較し、時系列的な前後す
る色空間の座標系の数値が所定以上の変化量を有する静止画を選出する。この選出手段６
３が行う時系列的な比較とは、複数に分割された静止画は時系列に配置され、この前後の
静止画同士を比較する。このように比較する際に、色空間の座標系の数値から求められる
ヒストグラムを利用して比較し、大きく数値群に変動が生じる色空間の座標系の数値を有
する静止画を選出する。このときの、大きく数値群の変動する基準は、使用者によって適
宜設定される。
　付与手段６４は、選出手段６３によって選出された静止画毎に、画像変化情報を付与す
る。この画像変化情報は、上記する開始索引情報や終了索引情報と同じ医療動画に付与さ
れる索引であり、記録手段４に記録される。このように、医療動画を複数の静止画に分割
することによって、静止画が有する色空間の座標系の数値を利用することにより、静止画
の変動を把握することができる。また、このように静止画からの変化を検出することがで
きるので、生体情報の変化と合せて比較することができるようになる。
　本発明の医療画像管理システム１が有する出力手段７が有する表示画面は、図１０で示
す如く、医療用撮影装置２が撮影する医療動画を表示する第１表示部Ａと、第１又は第２
抽出手段５３、５８において抽出される静止画情報の静止画を表示する第２表示部Ｃを有
するとともに、第１表示部Ａ及び第２表示部Ｃを同一画面上で表示する。また、この表示
画面は、記録手段４に格納される医療動画を示す動画表示部Ｄと操作部Ｂを有している。
この出力手段７が表示する方法は、特に限定されないが、図１０で示す如く、画面を略４
分割することによって、表示部Ａ、操作部Ｂ、静止画表示部Ｃと動画表示部Ｄを表示する
方法が好ましい。図１０では、画面に向かって左上に表示部Ａ、左下に操作部Ｂ、右上に
静止画表示部Ｃ、右下に動画表示部Ｄが配置されているが特に限定されるものではない。
図１０のように画面を略４分割して表示することによって、画面上で動画を容易に編集す
ることができるからである。この画面の解像度は、特に限定されるものではないが、表示
部Ａ、操作部Ｂ、静止画像部Ｃ及び動画表示部Ｄが一画面に表示されるため、１０２４×
７６８ピクセルから１２８０×１０２４ピクセル程度の解像度を有することが好ましいが
、特に限定されるものではない。尚、図１０では、患者の識別情報を示す患者表示部Ｅが
静止画表示部Ｃの上に配置されている。画面下方には、後述する変換手段Ｆが表示されて
いる。
　表示部Ａは、記録手段４に保存される医療動画や静止画を再生可能に表示する。この表
示部Ａは、医療用撮影装置２で撮影した医療動画や静止画を再生するので、上記した解像
度で、１６ビット又は２４ビット以上の画面の色が表示できることが好ましい。尚、この
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色分解能（色数）は、特に限定されるものではなく、医療用撮影装置２の能力に応じて適
宜設定される。
　図１１では、記録手段４に医療動画が保存され、後述する動画表示部Ｄに医療動画（医
療動画ファイル）が表示され、これに伴い表示部Ａに於いて動画の最初の部分が表示され
ている。
　操作部Ｂは、表示部Ａで表示される動画を操作することができる。この操作部Ｂは、画
面上に表示されているため、マウス等の座標入力装置によって操作画面を直接指示するよ
うに設けられている。この操作部Ｂが表示する操作は、医療動画を再生するために必要な
、再生、停止、巻戻し、早送り、一時停止、巻戻し再生、早送り再生、動画録画や他の動
画切換えＢ１が設けられている。この操作部Ｂを有することによって、動画を簡単に再生
することができる。この出力手段７は、この操作部Ｂによって、表示部Ａで表示される画
像を静止画として抽出することができる抽出部を有していることが好ましい。この抽出部
をマウス等で座標入力することによって入力することによって、表示部Ａに表示されてい
る画像を静止画として抽出することができるようになる。この抽出部は、出力手段７が表
示する表示部Ａ、操作部Ｂと静止画表示部Ｃと同一の画面上であれば何処でも構わないが
、本実施例の図面では（例えば図１１参照）、表示部Ａに表示される動画から静止画表示
部Ｃで表示される後述する静止画を抽出するので、表示部Ａ及び静止画表示部Ｃの間に設
けられている。尚、図１１では、動画表示部Ｄで表示される医療動画から２つの静止画が
抽出された状態の画面を示している。この時、表示部Ａに表示される画像は、静止画表示
部Ｃに於いて表示される静止画（画面に向かって左側の静止画）が表示されている。この
静止画表示部Ｃに表示されている静止画は開始索引情報が付与された静止画が表示されて
いる。この静止画を指定することによって、この開始索引情報の時刻から終了索引情報が
付与されている間の医療動画が表示部Ａで表示されることになる。
【００２４】
　操作部Ｂは、図１０で示す如く、表示部Ａで再生される（表示される）画像を所定間隔
分だけ早送り又は巻戻しすることができる補助操作部Ｂ３を有している。この補助操作部
Ｂ３は、表示されている画像を所定の間隔分だけ、早送り又は巻戻しして表示部Ａに表示
する。図１０で示される補助操作部Ｂ３では、早送り及び巻戻しとして、３０秒、１５秒
、１秒、１フレームの早送り及び巻戻しができるように表示されているが特に限定される
ものではない。フレームの間隔は、特に限定されず、可能な限り短い間隔が好ましいが、
利用者が適宜設定すれば構わない。尚、この補助操作部Ｂ３で操作を行った際には、表示
部Ａで表示されていた動画の所定間隔（補助操作部Ｂ３の入力された操作）前又は後の画
像（静止画）が表示されることになる。例えば、動画再生時刻が１：３０の再生中の動画
に対して、補助操作である巻戻し（１秒）操作を行うと、再生時刻１：２９の画像（静止
画）が表示されることとなる。このようにして、表示部Ａに表示される動画又は静止画を
、微調整することによって、所望する画像（静止画）を表示させることができる。
【００２５】
　静止画表示部Ｃは、医療動画から索引付与手段５によって索引情報が付与された静止画
や抽出された医療動画の開始時点の静止画が表示されている。この静止画表示部Ｃで表示
される静止画は、この静止画が抽出された医療動画の情報を含んでいる。この動画の情報
は、抽出された基の医療動画にリンクされるための情報であってもよい。静止画が基の医
療動画の情報を含んでいるので、静止画表示部Ｃに表示される静止画が座標入力装置等に
よって選択されると、表示部Ａに於いてこの静止画が抽出された動画の静止画の部分が表
示される。尚、医療動画を再生して取得した静止画も表示される。また、この静止画表示
部Ｃに表示される静止画をマウス入力で操作することのできる静止画操作部Ｃ１が設けら
れている。
【００２６】
　動画表示部Ｄは、記録手段４に保存される医療動画や索引情報が付与され抽出された医
療動画の一覧を表示する。この動画表示部Ｄに表示される動画は、記録手段４に保存され
る医療動画であり、索引情報を含んだ動画を表示することができる。この動画表示部Ｄに
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表示される動画の表示方法は、特に限定されないが、動画の種類を簡単に特定するために
も、動画の最初の画像をサムネイル表示又は縮小して表示させることが好ましい。又、動
画の再生時間を表示させても構わない。
　尚、図１０では、この動画表示部Ｄに表示される動画（又は動画ファイル）を選択や編
集する動画編集部Ｄ１が設けられており、動画（又は動画ファイル）の複数選択又は削除
等ができるようになっている。
　患者表示部Ｅは、表示部Ａで表示される動画又は静止画の所有者である患者の識別情報
を表示する。この患者表示部Ｅで表示する患者の識別情報は、特に限定されず、患者の氏
名、性別、生年月日等の属性情報である。尚、この患者表示部Ｅは、秘密性を有する医療
画像を表示する場合では表示しないことが望ましい。
　この出力手段７は、図１０で示す如く、選択された静止画を印刷装置に出力して印刷す
ることができる印刷手段Ｇを表示しても構わない。また、静止画表示部Ｃ及び動画表示部
Ｄに表示されている静止画及び動画（静止画ファイル及び動画ファイル）を所定の画像形
式に変換することができる変換手段Ｈを設けても構わない。この変換手段Ｈは、ＤＩＣＯ
Ｍ（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｍａｇｉｎｇ　ａｎｄ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ｉｎ　
Ｍｅｄｉｃｉｎｅ）やＪＰＥＧ（Ｊｏｉｎｔ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｉｃ　Ｅｘｐｅｒｔ
ｓ　Ｇｒｏｕｐ）等の画像基準形式に変換することができる。この変換手段には、ＤＩＣ
ＯＭ変換手段とその他の変換手段としてストレージ変換手段とに分かれて設けられている
。この出力手段７は、図１２で示す如く、医療動画を表示部Ａで表示する際に、その医療
動画に同期されて記録された計測された生体情報の変化を示すグラフを表示することが好
ましい。このように医療動画を表示するとともに、生体情報の変化を表示することによっ
て、より正確に生体情報の変化と医療行為における経過を確認することができる。
　また、図８で示されるような医療動画の時間経過と各生体情報の開始及び終了索引情報
が付与される期間を示す表示を行うことができることが好ましい。このように医療動画と
各生体情報の索引情報が付与される期間を示すことができるので、使用者はこの画面を閲
覧することにより医療行為における重要ポイントを確認することができる。
　さらに、医療機器から計測又は収集される情報（特に、時系列に変化する変化グラフ等
）をこの出力手段７で表示することが好ましい。この出力手段７で表示される医療機器か
らの情報は、医療動画の動画表示と同期して表示されることが好ましい。このように出力
手段７（表示画面）上で医療動画、医療機器からの情報や医療術者及び／又は患者から計
測される生体情報の変化を同期させて表示することによって、使用者は確実に時系列の変
化をこの出力手段７から容易に把握することができるからである。
【００２７】
　以上が本発明にかかる医療画像管理システム１の構成及び動作の説明である。次に、本
発明を利用する医療画像の管理方法を説明する。
　本発明を利用することによって、医療行為中における医療術者及び患者の生体情報の変
化に基づいて医療用撮影装置２から撮影される医療動画に重要と考えられるポイントに索
引が付与される。このように索引が付与されることによって、医療行為中の重要ポイント
を医療行為終了後であっても容易にフィードバックして観察することができる。
　例えば、図１３には第１索引付与方法のフローチャートを示している。医療用撮影装置
２により医療行為の医療動画が撮影される（Ｓ１）。この撮影が行われるに同期して、医
療術者及び患者の生体情報を計測手段３により計測する（Ｓ２）。計測された生体情報は
、第１索引付与方法を採用する場合であるならば、数値受信手段５１で受信され、第１比
較手段５２により所定数値と比較される（Ｓ３）。所定数値よりも計測数値が超えた場合
には、第１抽出手段５３が、医療動画に開始索引情報として医療動画の静止画情報を抽出
する（Ｓ４）。
　この後、計測数値が所定数値を下回った場合には、第１抽出手段５３が、終了索引情報
として医療動画の静止画情報が抽出される（Ｓ５）。この（Ｓ２）から（Ｓ５）までの処
理工程が、医療行為の期間中行われるととともに、全ての計測される生体情報について夫
々に索引情報が付与される。尚、抽出される索引情報は医療動画に付与されて記録手段４
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へ記録される（Ｓ６）。
【００２８】
　第２索引付与方法を採用する場合であるならば、図１４に示される如く、医療動画が医
療用撮影装置２により撮影され（Ｓ１１）、計測手段３により生体情報が計測される（Ｓ
１２）。
　計測された計測数値は、数値受信手段５１で受信され、計測数値保存手段５５において
時系列的に保存される（Ｓ１３）。
　この計測数値保存手段５５に計測数値が保存されることにより変化値算出手段５６によ
り所定時間毎の変化値が算出される（Ｓ１４）。
　算出された変化値は、時系列的に第２比較手段５７において所定変化値を上回った場合
には、第２抽出手段５８により開始索引情報として所定時間の開始時刻の医療動画の静止
画情報が抽出される（Ｓ１５）。
　この後、変化値が所定変化値よりも下回った場合には、第２抽出手段５８が終了索引情
報として変化値が算出された所定時間の終了時刻における医療動画の静止画情報が抽出さ
れる（Ｓ１６）。
　この（Ｓ１２）から（Ｓ１６）までの処理工程が医療行為の期間中行われるとともに、
計測される全ての生体情報について行われる。尚、抽出される索引情報は記録手段４で記
録される。
　このとき、開始及び終了索引情報は、索引補正手段６０を使用して時系列的に前方又は
後方にシフトさせることができる。
　また、開始索引情報と終了索引情報の間に存在する医療動画を抽出して記録手段４に別
の動画ファイルとして保存することもできるし、この間に存在する複数の静止画を静止画
の集合体として記録手段４に保存することもできる。この場合、静止画表示部Ｃ又は動画
表示部Ｄには、抽出された医療動画又は静止画の集合体の最も時系列的に前の（古い）静
止画が表示されていることになる。
　また、医療動画が記録手段４に保存される際には、上記する開始及び終了索引情報の他
に、この医療行為を含む医療室で行われる出来事の情報を記録することが好ましい。医療
行為中の出来事の情報を記録しておくことにより、より正確な医療行為中の変化の様子を
把握することができるようになる。
　この医療行為中の出来事の情報は、例えば、医療行為を施した時刻情報、投薬時刻情報
、医療術者の音声による指示情報、各種の生体モニタや医療機器から計測される計測信号
、医療関係者（医療術者を含む）の医療室への入退室の情報、各種機器の稼動状況情報等
の情報を索引情報として医療動画に記録することができる。例えば、医療行為を施した時
刻情報は、「執刀医Ａ氏が生理食塩水５０ｍｌを切開部付近に噴射した」時刻として医療
動画に索引情報として付与することが考えられる。
　また、医療術者及びその関係者、薬剤や各種機器に関する入退室の情報は、その医療術
者及びその関係者、薬剤や各種機器にＲＦＩＤ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｉｄ
ｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）等の無線ＩＣタグや、バーコードやＱＲコードのようなコー
ドを個別に装着させることで管理を把握することができる。
　また更に、医療画像管理システム１を利用することによって、複数の患者の医療画像を
記録して、これら複数の医療動画を効果的に管理することもできる。図１５は、複数の医
療動画を管理する場合の一例を示すフローチャートである。
　まず、一定期間における医療動画を複数保存する。この期間は、１日単位としても良い
し、１週間又は１ヶ月としてもよく、使用者が適宜設定すればよい。
　患者の医療動画を記録する（Ｓ３１）。この医療動画を記録する際に医療画像管理シス
テム１を利用して索引情報を付与する（Ｓ３２）。
　上記する一定期間を超えた場合には、記録された複数の医療動画を編集し、一定期間を
超えていなければ、医療動画の収集を続ける（Ｓ３３）。
　一定期間を経過していれば、複数の医療動画の編集を行う。患者の医療動画を編集する
方法としては、医療動画には生体情報を基にして開始及び終了索引情報が付与されている
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ので、この索引付与情報の開始及び終了の期間の合計を算出する（Ｓ３４）。
　つまり、この合計時間数（特徴量）が長くなればなるほど、重要な医療行為が多くなる
ことになる。
　この（Ｓ３３）工程を記録される患者の医療動画全てに関して行う（Ｓ３５）。この処
理により全ての医療動画の特徴量が算出される。
　患者の医療動画の特徴量が算出されると、この特徴量を基にして処理を行う。この処理
方法は、まず、この医療動画の特徴量を記録手段４に格納し（Ｓ３６）、この特徴量を基
にして特徴量の多いものから、所定量以上の特徴量を有する医療動画を選出する（Ｓ３７
）。このときの所定量は、使用者によって適宜設定され、この所定量を満たす医療動画が
重要な医療動画として扱われることになる。
　選択された医療動画は、他の医療動画に比して「優先度高」として扱われる（Ｓ３８）
。この「優先度高」の処理として、可逆圧縮を行う、圧縮率の低い圧縮を行うや後から圧
縮を行う等の長期間の保存を目的とした処理が施される。
　尚、選択されなかった医療動画は、「優先度低」として保存される（Ｓ３９）。この「
優先度低」とは、「優先度高」よりも長期間保存を目的としていない処理が施されること
になる。
【００２９】
　また、特徴量抽出の際に、生体情報毎に重み付けして計算すれば（例えば、重要な生体
情報から得られた期間には比較的大きな係数を掛け、重要でない生体情報から得られた期
間には小さい係数を掛けるといった生体情報を基にして重要度に応じて特定の期間毎に区
分して評価する）、医療術者の熟練度や技術的に容易な短時間手術の傾向を読み取ること
も可能となり、これを優先度の指標として扱うこともできる。
　以上が医療画像管理システムを利用する医療画像の管理方法の説明である。
【産業上の利用可能性】
【００３０】
　医療術者の医療行為中の生体情報を計測することによって、医療行為中における医療術
者の意識しない重要なポイントを、医療動画から静止画情報として容易に抽出することが
できる。このように静止画情報を抽出することができることによって、医療行為における
重要度に応じて選別することができる。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】
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